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東海旅客鉄道株式会社 

 

 

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に基づく使用認可申請書の公表について 

 

 

当社は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第 14 条の規定に基づき、中央新幹

線品川・名古屋間の大深度地下使用について、2018 年 3 月 20 日に国土交通大臣に認可申

請を行いました。 
 
この度、使用認可申請書及びその添付書類について当社ホームページにて公表しますの

で、お知らせします。 
 
 


